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平成１９年第２回八峰町議会臨時会会議録（第１日）

平成１９年５月１４日（月曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成１９年５月１４日（月曜日）午前１０時開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸般の報告

第 ４ 議案第４６号 専決処分事項の報告について

（八峰町税条例の一部を改正する条例）

第 ５ 議案第４７号 専決処分事項の報告について

（八峰町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

第 ６ 議案第４８号 専決処分事項の報告について

（八峰町保育所条例の一部を改正する条例）

第 ７ 議案第４９号 専決処分事項の報告について

（平成18年度八峰町一般会計補正予算（第7号））

第 ８ 議案第５０号 専決処分事項の報告について

（平成18年度八峰町老人保健特別会計補正予算（第4号））

第 ９ 議案第５１号 工事請負契約の締結について

第１０ 議案第５２号 工事請負契約の締結について

第１１ 議案第５３号 損害賠償の和解について

第１２ 議案第５４号 損害賠償の和解について

第１３ 議案第５５号 平成19年度八峰町一般会計補正予算（第1号）

第１４ 議案第５６号 平成19年度八峰町町営診療所特別会計補正予算（第1号）

出席議員（１６人）

１番 松 岡 清 悦 ２番 大 山 義 昭 ３番 石 塚 正 一

４番 今 井 一 政 ５番 佐 藤 克 實 ６番 丸 山 あつ子

７番 門 脇 直 樹 ８番 菊 地 薫 ９番 福 司 憲 友
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１０番 鈴 木 一 彦 １１番 柴 田 正 高 １２番 芦 崎 達 美

１３番 木 藤 實 １４番 見 上 政 子 １５番 須 藤 正 人

１６番 阿 部 栄 悦

説明のため出席した者

町 長 加 藤 和 夫 副 町 長 佐々木 正 憲

教 育 長 千 葉 良 一 総 務 課 長 嶋 津 宣 美

会 計 課 長 金 谷 茂 企画財政課長 須 藤 德 雄

管 財 課 長 木 村 学 税 務 課 長 佐々木 充

産業振興課長 武 田 武 峰浜町民サービス課長 皆 川 鉄 也

福 祉 課 長 小 林 孝 一 保健衛生課長 齊 藤 英市郎

農業振興課長 米 森 昭 一 建 設 課 長 辻 正 英

上下水道課長 高 宮 建 一 農業委員会事務局長 松 森 尚 文

教 育 次 長 伊 藤 進 学校教育課長 伊 勢 均

生涯学習課長 福 司 和 明 学校給食センター所長 加賀谷 敏 一

峰浜公民館長 金 平 嘉 孝 子ども園園長 小 林 慶 範

議会事務局職員出席者

議会事務局長 岡 田 辰 雄 書 記 齊 藤 なつ子

午前１０時００分 開 会

議長（阿部栄悦君） おはようございます。ただいまの出席議員数は16名です。

定足数に達しておりますので、これより平成19年第2回八峰町議会

臨時会を開会します。

本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第117条の規定により、

10番 鈴 木 一 彦 君

11番 柴 田 正 高 君

12番 芦 崎 達 美 君

の３名を指名します。
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日程第２、会期の決定を議題とします。お諮りします。

本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。

したがって、本臨時会の会期は本日１日限りと決定しました。

日程第３、諸般の報告を行います。

議長報告につきましては、別紙報告書のとおりでありますので、

朗読は省略させていただきます。

加藤町長より発言を求められておりますので、今議会提出議案の

提案と合わせて報告願います。

議長（阿部栄悦君） 加藤町長。

町長（加藤和夫君） おはようございます。

本日平成19年第2回八峰町議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員の皆様にはお忙しい中、ご出席を頂き、誠に有難うございます。

新緑の季節を迎え、日に日に春らしい陽気となり、田植え作業も

順調に進んでいるようであります。

3月定例議会以降の町政の動きについて、かいつまんで報告いたし

ます。

3月27日に八峰町誕生一周年を祝し、14名の方を自治功労者として

表彰いたしました。

4月1日付けの定期異動ですが、組織・機構の見直しによる「八森

町民サービス課」の廃止、収入役室の「会計課」への変更と、大型

事業の展開に向けた体制固めを中心に全職員の3分の1を対象に実施

したところです。

また、消防団については、佐々木宣幸団長の退任に伴い、笠原勝

一氏を新団長として任命したところであります。

4月1日には、改修していたハタハタ館の風呂・レストラン部門が

オープンし、5月1日からは、２階客室がオープンし、利用客から喜

ばれているところであります。
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4月8日は県議会議員選挙が施行され、79.75％の投票率でした。

この4月・5月はほぼ連日、町内外の団体及び組織の総会が開催さ

れております。先月25日には町自治会長会議を開催し、今年度の町

の主要事業などについて説明し、理解を得たところであります。

春の防火週間は4月1日から1週間開催されましたが、防火週間明け

の8日には大沢地区で原野火災が発生しております。

5月8日には町内東八森地区で大きな交通事故が発生しております。

春の全国交通安全運動が11日から始まりましたが、先ほどファガス

の前で交通指導隊による交通安全パレードでもお話のとおり、管内

から交通死亡事故を出さないことを目標に全町あげて運動を展開し

たいと思います。

その他、「町民歌」を全国募集したり、7月1日オープンに向けた

「あきた白神体験センター」の開設準備、国体に向けた準備、ある

いはゴミステーション化など、懸案事項に対して各課が積極的に取

り組みをしているところであります。

本日の臨時会に提案いたしております議案は、専決処分事項の報

告が5件、うち条例改正が3件で、「町税条例」と「国保税条例」の

一部改正、それと保育所の階層区分の変更に伴う「保育所条例」の

一部改正、それに補正予算2件であります。

次に、工事請負契約の締結2件は、峰浜地区の防災行政無線施設工

事と八森浄化センターＯＤ槽の増設工事であります。

また、損害賠償の和解2件は、平成17年度と昨年発生した交通事故

についてこの程和解が成立したものであります。

平成19年度補正予算の2件については、これら交通事故に関する損

害賠償金を内容とするものであります。

以上11件であります。

詳細については、8日の議会全員協議会でも説明をしましたが、提

案の際、説明させますのでよろしくご審議のうえ、適切なご決定を

賜りますようお願い申し上げます。

議長（阿部栄悦君） 日程第４、議案第46号、専決処分事項の報告について（八峰町税
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条例の一部を改正する条例）を議題とします。当局の説明を求めま

す。佐々木税務課長

税務課長（佐々木充君）おはようございます。議案第46号、専決処分事項の報告につい

てをご説明申し上げます。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により八

峰町税条例の一部を改正する条例を定めることについて別紙のとお

り専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会

の承認を求めるものであります。平成19年5月14日提出、八峰町長

加藤和夫。

次のページでございます。専決処分第1号、専決処分書、八峰町

税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めることついて、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、専決

処分する。平成19年3月30日、八峰町長加藤和夫。

次のページ八峰町税条例の一部を改正する条例であります。条文

の改正は法則で4条、附則で9条に亘っておりますが、改正内容につ

いは、地方税法の一部を改正する法律等の規定に沿ったものとなっ

ております。

主な改正内容ですけれども、3行目と言いますか、第23条第1項中

と入っておりますけれども、第23条の改正は、いわゆる信託法の改

正に伴って法人税、法人課税信託を引き受け、町内に事務所又は事

業所を有する個人についても法人とみなし、法人税割額を課する規

定を追加するという内容であります。

2点目は、中頃に6、法附則第16条というもので始まっている条

文があります。これは附則第8条の2の改正ですが、いわゆる固定

資産税の減額の適用を受けようという場合の、住宅のバリアフ

リー改修に関する規定を追加するものであります。

次のページになりますけれども、3点目として上から3行目に

（平成19年度又は平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例）

と言うことで、いわゆる鉄軌道用地の評価方法の変更に伴う規定

をここで追加しております。



- 6 -

4点目ですが、下のほうから6行目、附則第17条の3中「平成20年

度」を「平成21年度」に改めるという条文がありますけれども、

この附則第17条の3は、上場株式等を譲渡した場合の、軽減税率適

用の特例期間を、平成20年度から21年度に1年間延長するという内

容のものです。その下に附則第18条第7項中「平成19年3月31日」

を「平成21年3月31日」に改めるという条文がありますけれども、

この附則第18条は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得の

課税の特例期間を、2年間延長するという内容のものです。全員協

議会では説明しておりませんでしたけれども、その下の方に附則

第18条の4第3項中ということで、これも平成20年3月31日を平成21

年3月31日に改めるという条文があります。これについては、当町

等にはほとんど該当ないと思いますが、条約適用率、いわゆる国

間の税率の相違のあるものの率の特例って言うんですか、そうい

うものを延長するという内容です。

最後に三つ目のページに（保険料に係る個人の町民税の課税の

特例）と言うことで、これも租税条約実施特例法の規定による保

険料の適用と言いますか、それらの規定を整備するという内容の

ものです。附則ですけれども、この条例は平成19年4月1日、いわ

ゆる法の執行に合わせて施行しております。ただし次の各号に掲

げる規定はと言うことで、施行の日を特例と定めてますけれども、

それらについては、法の施行に合わせるという内容のものでござ

います。以上よろしくお願いいたします

議長（阿部栄悦君） これより議案第46号について質疑をおこないます。質疑ありせ

んか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。これから議案第

46号を採決します。
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お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第46号は原案のとおり承認されました。

日程第5、議案第47号、専決処分事項の報告について（八峰町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とします。当

局の説明を求めます。佐々木税務課長。

税務課長（佐々木充君） 議案第47号専決処分事項の報告についてをご説明申しあげます。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により

八峰町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることに

ついて別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により

これを報告し、議会の承認を求めるものであります。平成19年5

月14日提出、八峰町長加藤和夫。

次のページでございます。専決処分第2号、専決処分書、八峰

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

ることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1

項の規定により、専決処分する。平成19年3月30日、八峰町長加

藤和夫。

次のページ条文でございます。八峰町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例八峰町国民健康保険税条例（平成18年八峰町条

例第65号）の一部を次のように改正する。第4条第2項及び第15条

第1項中「53万円」を「56万円」に改める。これの内容について

は、国民健康保険税のうちですね、医療費分の限度額、現行53万

円ですけれども、これを3万円引き上げ、56万円にするものとい

う内容でございます。

附則で、この条例は平成19年4月1日から施行すると、適用区分

として改正後の八峰町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度

以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例によると、こう言
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う内容のものでございます。よろしくお願いいたします。

議長（阿部栄悦君） これより議案第47号について質疑をおこないます。質疑ありま

せんか。

〇 はい。

議長（阿部栄悦） 14番見上政子さん。

14番 （見上政子君） この53万円から3万円引き上げると言う ことですが、対象をおお

まかでいいんですが、これの対象人数、対象世帯はどれくらいあ

るものでしょうか、教えて下さい。

議長（阿部栄悦君） 佐々木税務課長。

税務課長（佐々木充君）はい、お答えします。

19年度分については、これからと言うことでまだその明細はで

ていません。これについては18年度分について、適用した場合ど

うなるのかっていうことを調べました。その結果、八峰町では昨

年度の場合ということなんですが、33世帯が該当になります。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 はい議長。

議長（阿部栄悦君） 14番見上政子さん。

14番 （見上政子君） はい、14番。

33世帯と言うことですが、この引き上げと言うのは93年に4万

円引き上げて以来、また再び引き上げられると言うことです。

高額所得に入るのかどうかわかりませんが、今の国保税の国の

このやり方にはやはり、負担能力を超えるような水準になって

いると思われますので、国に対する制度ではありますが、これ

には反対いたします。

議長（阿部栄悦君） ほかに討論ありませんか。討論がないようですので、討論を終

わります。

これから議案第47号を採決します。この採決は起立によって行
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います。本案に賛成の方は起立願います。

〇 （賛成者起立）

議長（阿部栄悦君） 起立多数。したがって、議案第47号は原案のとおり承認されま

した。

日程第6、議案第48号、専決処分事項の報告について（八峰町保

育所条例の一部を改正する条例）を議題とします。当局の説明を

求めます。小林子ども園園長。

子ども園園長（小林慶範君）議案第48号専決処分事項の報告についてをご説明します。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、

八峰町保育所条例の一部を改正する条例を定めることについて別

紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報

告し、議会の承認を求めるものである。平成19年5月14日提出、

八峰町長加藤和夫。

専決処分第3号専決処分書、八峰町保育所条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定めることについて、地方自治法 （昭和2

2年法律第67号）第179条第1項の規定により、専決処分する。平

成19年3月30日、八峰町長加藤和夫。

八峰町保育所条例の一部を改正する条例について説明します。

八峰町保育所条例（平成18年八峰町条例第98号）の一部を次の

ように改正する。別表第2中、第4階層64,000円未満、第5階層64,

000円以上160,000円未満、第6階層160,000円以上408,000円未満、

第7階層408,000円以上。これらを第4階層72,000円未満、第5階層

72,000円以上180,000円未満、第6階層180,000円以上459,000円未

満、第7階層459,000円以上に改め、同表備考2本文中「（昭和32

年法律第26号）」の次に「、所得税法等の一部を改正する等の法

律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変化等に対

応して早急に講ずべき所得税法及び法人税の負担軽減措置に関す

る法律（平成11年法律第8号）」を加え、同表備考5の表以外の部

分中「保育の実施を受けている場合において、次表の第1欄の階

層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、この表の規定にか
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かわらず次表第3欄により計算して得た額をその児童の保育料の

額とする。」を「保育所、幼稚園又は認定子ども園に入所してい

る場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所して

いる際には、第2欄より計算して得た額をその児童の保育料の額

とする。」に改め、同表備考5の表中第2階層～第4階層に属する

世帯

ア、最も保育料額が低い児童。これが保育料表の定める額の

徴収。

イ、ア以外の児童のうち、最も保育料が低い児童。これが保

育料表×0.5の額の徴収。

ウ、上記以外の児童。これが保育料表×0.1の額の徴収。

第5階層～第7階層に属する世帯

ア、最も保育料が高い児童。これが保育料表に定める額の徴

収。

イ、ア以外の児童のうち、最も保育料額が高い児童。これが

保育料表×0.5の額の徴収。

ウ、上記以外の児童。保育料表×0.1の額の徴収。これらを、

ア、保育所、幼稚園又は認定子ども園に入所している児童の

うち、年長。保育料表の定める額の徴収。

イ、保育所、幼稚園又は認定子ども園に入所しているア以外

の児童のうち、年長者。保育料表×0.5の額の徴収。

ウ、保育所、幼稚園又は認定子ども園に入所している上記以

外の児童。保育料表×0.1の額の徴収。に改める。

附則この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今回の改正の内容は、別表第2の保育料表の第4階層から第

7階層までの所得税額の改正であります。これは平成18年から所

得税の定率減税が縮減されたことに伴い、保育料の階層区分に変

更が生じないように、階層区分の所得税額を引き上げる改正であ

ります。

また、備考5の表でありますが、保育料の多子軽減の改正であ
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ります。多子軽減の対象を幼稚園や認定子ども園に入所している

児童も含めることにし、また軽減方法については所得階層に応じ

た方法を改め、兄弟の年齢の高い順に数える方法に改正するもの

でありますので、よろしくお願いします。

議長（阿部栄悦君） これより議案第48号について質疑をおこないます。質疑ありま

せんか。

〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 14番見上政子さん。

14番 （見上政子君） はい、14番。先ほどの説明ですと保育料が、第5階層から第7階

層までの保育料が、いままでは高い方が半額になっていたんです

が、上の方の児童の保育料を半額にするということで、実質的に2

人入っている、まぁ3人入っている人はいないんでしょうけどあっ

いるかもしれませんけど、実質的に保育料が第5階層から上がるっ

ていうことの確認。

それと、そういう場合第5階層から2人以上入っている世帯は、

現在何世帯あるのでしょうか。定率減税で所得税が引き上げられ

るということで、この階層の変更するのはやむおえないんですが、

やるべきことなんですが、ただ保育料の第2子以上、今まで変更し

なくてはならないこの理由、これは法的には別に関係ないと思う

んですが、この理由も一緒に教えて下さい。よろしくお願いしま

す。

議長（阿部栄悦君） 小林子ども園園長。

子ども園園長（小林慶範君）まず最初に、改正の関係で保育料の変更でございますけれ

ども、今回の改正では第2階層から第4階層は、変更はございませ

ん。第5階層から第7階層までの世帯は逆に、若干の保育料の引き

下げになります。ですが、すこやか子育て支援事業の助成金で、

第3子以降の無料や2分の1の助成を受けてる世帯の中で、3世帯ほ

どが保育料の増額となっております。

多子軽減の対象世帯は、30世帯ございます。その中で1世帯3人

入所している人は2世帯おります。今回の改正は国の徴収基準額に
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もとづいて改正しておりますので、措置費の関係もありますの

で、その関係で改正しなければと思っております。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありせんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、これから討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 議長。

議長（阿部栄悦君） 14番見上政子さん。

14番 （見上政子君） はい、14番。実質値上げする世帯が3世帯ある、ということで

すけれども、保育料というのは、各自治体の裁量で国の措置基準

と違って、そこの地域に合わせた保育料の算定が、全国どこでも

やられていると思います。こういう意味で、5階層から7階層この

人達は、医療費分も補助されていない、そういう世帯、公務員の

両親が対象になると思うんですが、漁師の方々にもそういう方が

おられるようですが、これはやはり保育料が増えるという、そう

いうふうなことのならないような、そういう算定の仕方をするべ

きであると思いますので、私はこの案に反対いたします。

議長（阿部栄悦君） ほかに討論ありせんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第48号を採決します。この採決は起立によって行

います。本案に賛成の方は起立願います

〇 （賛成者起立）

議長（阿部栄悦君） 起立多数。したがって、議案第48号は原案のとおり承認され

ました。

日程第7、議案第49号、専決処分事項の報告について（平成

18年度八峰町一般会計補正予算（第7号））を議題とします。当

局の説明を求めます。佐々木副町長。

副町長（佐々木正憲君） 議案第49号専決処分事項の報告について、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第179条第1項の規定により、平成18年度八峰町
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一般会計補正予算（第7号）を別紙のとおり専決処分したので、

同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求めるもので

ある。平成19年5月14日提出、八峰町長加藤和夫。

専決処分第4号、専決処分書、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないので、

次のとおり専決処分する。平成19年3月30日、八峰町長加藤和夫。

平成18年度八峰町一般会計補正予算（第7号）、平成18年度八

峰町一般会計補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ2,915千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ6,221,215千円とするものであります。

7ページから説明したいと思います。2歳入、10款地方交付税、

1項地方交付税、区分地方交付税33,622千円。特別交付税

33,622千円であります。12款分担金及び負担金、1項分担金、

区分の農業施設災害復旧費分担金2,778千円の減額であります。

これは、農業施設災害の分担金でありますが、補助率が上がり

まして、補助金の増額が認められまして、分担金の充当分が減

額になったものでございます。

8ページ、14款国庫支出金、2項国庫補助金、1の災害復旧費

補助金1,646千円の減額。これも事業費の確定によりまして、

しかも、補助率が増額になりましたものでございます。起債の

分を減額したものでございます。15款県支出金、2項県補助金、

区分2電源立地地域対策交付金1,015千円、電源立地対策交付金

であります。これは3月の定例議会後に決定なされたものであ

ります。

9ページ、16款財産収入、1項財産運用収入、1土地建物貸付

収入992千円、町有土地建物の貸付料でございます。21款町債、

1項町債、区分3漁港整備事業債200千円の減額であります。次

に1の観光施設整備事業債12,200千円の減額でございます。こ

れはハタハタ館の改修工事でございますが、事業費の確定によ
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りまして、再度過疎対策の事業債が認められたものでございま

す。1の町道整備事業債22,900千円の減額。1町道水沢大久保岱

線改良工事、2の町道大沢大信田改良工事、いずれも過疎債の

対象としていた事業の一部が、対象外となったものでございま

す。3の公営住宅建設事業債300千円の減額でございます。

10ページ、1の消防施設整備事業債1,000千円。1消防施設整

備事業、事業及び補助金の額の決定によるものでございます。

区分の2の統合小学校建設事業債2,200千円、統合小学校建設事

業、過疎債の増額によるものでございます。1公共土木施設災

害復旧事業債1,000千円の減額。これも事業費の確定によって

の減額でございます。

11ページの歳出でございます。3款民生費、1社会福祉費、区

分28繰出金10,201千円、老人保健特別会計の繰出金でございま

す。農林水産業費の財源の内訳の補正は、地方債から一般財源

への内訳の変更でございます。

12ページ、7款商工費1項商工費、これも事業費が確定されま

して、地方債から一般財源の方は項目の変更でございます。8

款土木費2項道路橋梁費、15工事請負費21,358千円の減額でご

ざいます。事業費の確定によって減額されたものでございます。

これは当初全面の舗装でございましたけれども、下水の工事の

関係で片面舗装とこういうことに変更になったものでございま

す。8款土木費、5項住宅費、財源内訳の補正でございます。消

防費、これも財源内訳の補正でございます。

14ページ、10款教育費、小学校費、記載対象事業費の増額に

よりまして、財源内訳の変更でございます。10款教育費、社会

教育費、これは電源率交付金の対策交付金が充当されまして、

歳入で、さきほど申し上げました通りでございまして、3月の

定例議会後に交付金が決定になりまして、今回補正されたもの

でございます。

15ページ、11款災害復旧費、1項農林水産業施設災害復旧費、
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13委託料564千円減額。測量設計委託料が減額です。15工事請

負費、2,516千円の減額です。いずれも事業費が確定したため

の減額でございます。11款災害復旧費、2項公共土木施設災害

復旧費、13委託料597千円減額、15工事請負費3,575千円の減額。

これはいずれも、事業費の確定によっての減額であります。

16ページ、13款諸支出金、3項基金費、25積立金16,214千円、

土地貸付分992千円、一般分15,222千円の補正でございます。

一般分につきましては、先ほど申し上げましたように、特別交

付税が交付されまして、それを基金として積み立てるものでご

ざいます。以上でございます。

議長（阿部栄悦君） これより議案第49号について質疑をおこないます。質疑あり

せんか。

〇 議長。

議長（阿部栄悦君） 3番石塚正一君。

3番 （石塚正一君） はい3番。ハタハタ館の改修についてちょっとお伺いしたい

んですが、風呂とか厨房を改修したんですが、行ってみますと

厨房とかいろんなものが全て新しくなってましたので、今まで

使っておりました厨房等の中身はどのような処置を取ったのか、

ちょっとお願いいたします。

議長（阿部栄悦君） 今の質問18年度一般会計予算に関連してですか。

〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 答弁を求めます。須藤企画財政課長。

企画財政課長（須藤徳雄君）ご質問にお答えします。厨房関係それからその他のものに

ついて、備品関係については、使えるものは使っていますし、

その他ほとんどは新しくしているというところでございます。

備品について、厨房にあった物については、それは撤去とい

う形になっています。

〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 3番石塚正一君。

3番 （石塚正一君） この今の課長さん達はこの経緯がわからないと思いますが、
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このハタハタ館の物を処分する場合は、必ず議会に議決行為を

しなきゃいけないという事は、わからないでしょう。

この厨房の物から食器、全てこれは町の物でございます。こ

れは昔ハタハタ館が大変な時に、町の方に5千百何拾万というお

金で、全てバス以外の物は買ったはずです。それが本来ならば

財産目録の中に、入ってなきゃいけないんでしょうけども、多

分あの時に、しておかなかったのかなと思いましたが、私達は

それで5年間一番初めに1千百何拾万、それから1千万というお金

を5年間に亘って、その物を買ったということとして、ハタハタ

館に援助した訳ですね。だからあれはかならず、バス以外の物

は冷蔵庫から魚焼機器、食器等は全て町の物なんですよ。だか

らそれはかならず、こういう事をしますよという事は言わな

きゃいけなかったんじゃないかなと。そしてそのお金を下取り

させたのか、全て廃棄処分にしたのか、多分、まだまだ使える

物もあったと思いますので、その時にいくらか、そのお金が

入ってこなきゃいけないこともあったのではないのかなと、そ

れはかならず、町の歳入にいれなきゃいけないんではないのか

と思いますが、そこら辺いかがでしょうか。

議長（阿部栄悦君） 答弁を求めます。須藤企画財政課長。

企画財政課長（須藤徳雄君）ご質問の趣旨がわかりました。

工事関係で据付になっているもの、それについては当然工事

で壊す物もございますけれども、備品については町の備品台帳

で管理しているということになっております。それで使えるも

のは使っていますし、使っていないものについては、今別の方

に寄せているということですので、それについては今度は使え

ない物については、備品ですので、今度は台帳から廃棄処分な

り手続きを取りながらやっていくというふうになると思います

議長（阿部栄悦君） 3番さんよろしいですか。

〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 3番石塚正一君。
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3番 （石塚正一君） 今、多分前の経緯はわからなかったでしょう。本来ならば廃

棄処分する時に、議会に一応報告しなければいけないんじゃな

いのかなという事は、その辺どう思いました。

議長（阿部栄悦君） 休憩いたします。

午前１０時４５分 休 憩

………………………………………………………………………………………………………

午前１０時５０分 休 憩

議長（阿部栄悦君） 休憩前に戻って会議を再開いたします。

答弁を求めます。須藤企画財政課長。

企画財政課長（須藤徳雄君）石塚議員のご質問にお答えいたします。ハタハタ館の備

品関係について、その処分状況やらその他どうなったものにつ

いては、今後調査いたしまして後で報告するということで、よ

ろしくお願いいたします。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 議長。

議長（阿部栄悦君） 14番見上政子さん。

14番（見上政子さん） 10ページの教育債の過疎債、事業債これが統合小学校建設事

業で過疎債が増えたということですけれども、どの部分にどの

ようにして増えて、どういうふうなことを過疎債に提案してど

ういうふうになったのか、もう少しくわしく教えてもらいたい

と思います。

議長（阿部栄悦君） 須藤企画財政課長。

企画財政課長（須藤徳雄君）お答えいたします。過疎債については3月下旬に精算の形で、

ヒアリングを行っております。その関係でここに増減がある訳

でございます。

統合小学校については、ボーリングであったり、地質調査が

あったりここで町としては、基本計画というか、申請するまで

の基本調査に係る委託料については、起債の範囲ではないと起
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債対象外であるということで、判断したわけでございますが、

最後のヒアリングの際に、その部分についても起債の対象であ

るという国の見解でございまして、増えたものでございます。

基本調査の部分でございます。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、これから討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案49号を採決します。お諮りします。本案は原案

のとおり承認することにご異議ありませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。

したがって議案第49号は原案のとおり承認されました。

日程第8議案第50号、専決処分事項の報告について、（平成18

年度八峰町老人保健特別会計補正予算（第4号）を議題とします

当局の説明を求めます。小林福祉課長。

福祉課長（小林孝一） 議案第50号、専決処分事項の報告についてご説明いたします。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定によ

り、平成18年度八峰町老人保健特別会計補正予算（第4号）別

紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定によりこれを報

告し、議会の承認を求めるものであります。平成19年5月14日

提出、八峰町長、加藤和夫。

次のページをご覧ください。専決処分第5号、専決処分書。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定によ

り、議会を招集する暇がないので、次のとおり専決処分する。

平成18年度八峰町老人保健特別会計補正予算（第4号）は、

次に定めるところによります。歳入歳出予算の補正であります

が、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,201千
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円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,317,42

4千円とするものであります。

5ページをご覧下さい。歳入でありますが、4款繰入金、1項、

一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、説明の部分であります

が一般会計繰入金として、10,201千円を繰り入れるものであり

ます。

次のページをご覧下さい。歳出、1款医療諸費、1項医療諸費

1目医療給付費、説明の部分、1負担金、老人医療給付費負担金

10,201千円であります。老人保健は支払基金・国・県・町がそ

れぞれ割合で負担しているものですが、18年度の支出の額、そ

れから支払基金・国・県からの入ってくる額が固まりました。

それで10,201千円分が少ないので、まず一旦、町の一般会計の

方から繰入れて町が立て替えて負担して、19年度において精算

するという形であります。以上でありますのでよろしくお願い

します。

議長（阿部栄悦君） これより議案第50号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第50号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議あ

りませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第50号は原案のとおり

承認されました。

日程第9議案第51号、工事請負契約の締結についてを議題と

します。当局の説明を求めます。嶋津総務課長。
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総務課長（嶋津宣美君） 議案第51号について説明いたします。

工事請負契約の締結でございます。平成19年5月7日に指名競

争入札に付した八峰町防災行政無線の、峰浜地区ですけれども、

整備工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、八

峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成18年八峰町条例第47号）第2条の規定により、議

会の議決を求めるものであります。

内容ですが、契約の目的は八峰町防災行政無線施設整備工事

です。契約金額は287,700,000円であります。

契約の相手方ですけれども、仙台市青葉区中央4丁目6－1、

（株）日立国際電気東北支社であります。支社長が桑原良平で

あります。

次に支出科目でありますが、今年度の八峰町一般会計の消防

費の中の防災無線施設費のほうから支出いたします。平成19年

5月14日提出、八峰町長加藤和夫であります。提案理由は、八

峰町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成18年八峰町条例第47号）第2条の規定により、予

定価格が5千万円以上の工事にかかる契約であり、議会の議決

を求めるものであります。以上です。

議長（阿部栄悦君） これより議案第51号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第51号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。

〇 「異議なし」の声あり。



- 21 -

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第51号は原案のとおり

可決されました。

日程第10議案第52号、工事請負契約の締結についてを議題と

します。当局の説明を求めます。高宮上下水道課長。

上下水道課長（高宮建一君）議案第52号工事請負契約の締結について、ご説明申し上げ

ます。

まずはじめに、増設工事の全体について少しお話します。

19年度は付帯工事と機械設備、それから電気設備の各一部を行

う予定であります。20年度には機械設備、電気設備の残りの工

事を行いまして、21年の春には供用開始を予定しております。

そして21年度には場内整備を行って完成となる見込みでござい

ます。現在の加入状況でありますけれども、3月末現在で57.8

3％でございます。現実的には、まずまずの加入率かと思って

います。それで朗読して提案したいと思いますのでよろしくお

願いします。

議案第52号工事請負契約の締結について。平成19年4月24日

に指名入札に付した八森浄化センターOD槽増設工事について、

下記のとおり請負契約を締結するため、八峰町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年八

峰町条例第47号）第2条の規定により、議会の議決を求めるも

のでございます。

契約の目的、八森浄化センターOD槽増設工事。契約金額、64,

575,000円也。

契約の相手方山本郡八峰町八森字椿台136番地、伊藤栄建設

株式会社、代表取締役伊藤久。

支出科目、平成18年度八峰町公共下水道事業特別会計の、3

目の八森地区公共下水道事業費繰越明許費でございます。平成

19年5月14日提出、八峰町長加藤和夫。提案理由、八峰町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成18年八峰町条例第47号）第2条の規定により、予定価格
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が5千万円以上の工事にかかる契約であり、議会の議決を求め

るものでございます。よろしくお願いいたします。

議長（阿部栄悦君） これより議案第52号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第52号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第52号は原案のとおり可

決されました。

日程第11議案第53号、損害賠償の和解についてを議題とします。

当局の説明を求めます。齊藤保健衛生課長。

保健衛生課長（齊藤英市郎君）議案第53号損害賠償の和解についてをご説明申し上げま

す。

平成17年10月17日、能代市落合下悪戸115番地の山本組合総合

病院駐車場において、本町より検診のための送迎業務を委託され

た旧八森町社会福祉協議会シルバー人材サンター登録運転手が、

山本組合総合病院の医師と職員を乗せ普通自動車を運転中、ブ

レーキとアクセルを誤り、消火栓に衝突し、同乗の医師と職員に

怪我を負わせた交通事故について、下記のとおり損害の賠償に関

し和解するにつき、地方自治法（昭和22年法律第13号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。平成19年5月14日提出、

八峰町長加藤和夫。

和解の内容等についてご説明申し上げます。

1、和解の内容(1)本件交通事故の損害賠償金の総額は、治療費、



- 23 -

休業損害、慰謝料、文書料及びその他一切の費用を含め、金680,

352円とするものであります。(2)上記損害賠償金の総額の内、治

療費金361,280円、休業損害金91,672円及び文書料金600円は財団

法人全国自治協会が直接関係医療機関等へ支払い、残金226,800

円を八峰町が和解の相手方に支払うものであります。(3)和解の

相手方は、八峰町に対して、本件に関し今後上記の金員を除き一

切の請求をしない。このことを確約いただいております。

2、和解の相手方でありますが、能代市落合字落合107番地1、

大高貞子さんであります。以上よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願いいたします。

議長（阿部栄悦君） これより議案第53号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 議長。

議長（阿部栄悦君） 1番松岡清悦君。

１番（松岡清悦君） この事故の内容なんですが、上の方の文書では、医師と職員に

怪我を負わせたという内容です。で、下にいきますと和解の相手

方が1人。この辺どうなっているのか詳しく説明していただきた

い。

議長（阿部栄悦君） 答弁を求めます。齊藤保健衛生課長。

〇 はい議長。

保健衛生課長（齊藤英市郎君）上段の表現では、医師と職員に怪我を負わせという表現

になっていますが、医師につきましては軽打撲症と伺っておりま

すので、実際的に損害賠償の対象には至らなかったと伺っており

ます。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 議長。

議長（阿部栄悦君） 13番木藤實君。

13番（木藤 實君） 今後の確認という意味で、1つ町長に伺っておきたいと思いま

す。

我が八峰町においては、シルバー人材の運転手っていうのは
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数多く使われています。こうした中で、これからこのくらいの

金額の損害はまずたかが知れておるわけですが、いろんなこれ

からの事故に対しまして、シルバー人材としての対応ですか、

そういうのをどのようにこれから考えていこうとしていますか。

議長（阿部栄悦君） 答弁を求めます。齊藤保健衛生課長。

〇 はい議長。

保健衛生課長（齊藤英市郎君）今後のシルバー人材センターへの対応ということですが、

町としてはですね、17年の12月の定例報告でも報告しているよ

うでありますが、事故直後の対応といたしまして、医師の送迎

につきましては、タクシーに切り替えて現状を切り替えまして

対策を講じたと、その後安全策として、現在もタクシーの方に

委託、送迎はお願いしております。

〇 議長。

議長（阿部栄悦君） 13番木藤實君。

13番（木藤 實君） このたびのこれは福祉関係になりますが、学校関係あるいは

町長車、いろんな範囲でシルバー人材を活用しております。そ

の有事の際の保障の問題とかそういうのを含めて、これからシ

ルバー人材をどういうふうに活用していこうとしているのか、

お願いしたかったのです。

議長（阿部栄悦君） 町長から。

〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 加藤町長。

町長（加藤和夫君） この件については先ほどの答弁でよろしいかと思いますが、こ

の事故があった後ですね、社会福祉協議会ともいろいろ話をしま

して、みな今定年後元気な人が多いし、それぞれ70歳過ぎて80歳

過ぎても車運転しているわけですけれども、ただ同じシルバー

でも一定の線引きはしようということで、70歳という線を引きな

がらやるということと、それからもうひとつは、体の状況による

と思いますので、健康的な面をチェックしながらということで、

社会福祉協議会の方と話をしながら、この後事故のないようにそ
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ういう立場でやっていくように考えていますので、その後はこう

いう事故は発生していないというのが現実であります。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 4番今井一政君。

4番（今井一政君） はい4番。この件につきましてもう1件損害賠償の件もあります

が、このシルバー人材センターに対して、直接的な質問になると

思いますが、損害金うんぬんの問題でなくて、このシルバー人材

センターに対しての何というか、責任というか、そういう部分の

あり方という部分はどのようにされておりますか。次のページの

部分に対しての職員に対しては、それなりの処分方法とかいうこ

とをやっておるようですけれども、シルバーに関してはどういう

ふうに思っておりますか

議長（阿部栄悦君） 加藤町長。

町長（加藤和夫君） 実際運転する時はですね、我々シルバー人材センターから派遣

していただいて、やった事故についてはまず私の方で責任持ちま

すけれども、やった行為そのものについては、社会福祉協議会の

方で処分をしていくというふうなことになると思いますので、そ

の処分については向こうの判断に委ねるわけですけれども、ただ

このケースの場合は、話しによれば、それをもってシルバーセン

ターを退職、辞めたと報告を伺っております。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第53号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。
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〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第53号は原案のとおり

可決されました。

日程第12議案第54号、損害賠償の和解についてを議題としま

す。当局の説明を求めます。齊藤保健衛生課長。

保健衛生課長（齊藤英市郎君）続きまして議案第54号損害賠償の和解についてご説明申

し上げます。

平成18年4月12日、本町職員が業務のため公用車を運転中、八

峰町峰浜水沢字稲荷堂後116番地1の町営診療所駐車場内におい

て、下記和解の相手方に怪我を負わせた交通事故について、下

記のとおり損害の賠償に関し和解するにつき、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第96条第1項第12号及び第13号の規定により、

議会の議決を求めるものであります。平成19年5月14日提出、八

峰町長加藤和夫。

和解内容等についてご説明いたします。1、和解の内容(1)本

件交通事故の損害賠償金の総額は、治療費、通院交通費、慰謝

料、文書料、入院雑費及びその他一切の費用を含め金905,070円

とするものであります。(2)上記損害賠償金の総額の内、治療費

金725,590円及び文書料金600円は財団法人全国自治協会が直接

医療機関等へ支払い、財団法人全国自治協会既に支払った文書

料金1,050円を差し引いた残金177,830円を八峰町が和解の相手

方に支払うものであります。（3）和解の相手方は、八峰町に対

して、本件に関し今後上記の金員を除き一切の請求をしない、

このことを確約していただいております。

2、和解の相手方でありますが、山本郡八峰町峰浜高野々字真

山117番地6、佐藤陸三郎さんでございます。よろしくご審議の

上ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長（阿部栄悦君） これより議案第54号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 議長。
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議長（阿部栄悦君） 14番見上政子さん。

14番（見上政子さん） 14番。かなり高齢の方であったと思うんですけど、怪我の具

合とか入院とか説明があったようですが、もう一度どの程度の

怪我で高齢者の治療期間、この方の治療期間はどのくらいの治

療期間がかかったのかということと、それとその後あそこの場

所私も気を配って見ているんですが、坂道であるっていうこと

と、駐車場が非常に、車がいつも「はつらつ苑」のほうに行事

があれば車が置いていたり、駐車場がすごく狭くなってるとい

うのと、大型バスともう一台のバスが車庫に入るようになって

ますが、正面から車を入れていますので、バックして出たらっ

て言ったら、正面からでないと駄目なんだということで、あの

正面のバスが入ってまたバックしてきた時に、坂道であるって

いうのと狭いっていうのと、なんかまた事故がおきるんじゃな

いかなという心配もあるような、駐車場の周りでないかなと思

うんです。でその辺で二度と同じような事故がおこさないよう

に、何か考えておられるところがありますでしょうか。

議長（阿部栄悦君） 答弁を求めます。齊藤保健衛生課長。

保健衛生課長（齊藤英市郎君）まず第一点目、病状につきましてですが、昨年の4月12日

時点での状況でございますが、検査結果につきましては、脳に

は異常がないと、ただし肋骨に骨折がありまして、2週間分の投

薬を受けているということです。

その後の経過ですけれども、診療日数ですが、入院は10日通

院が9日と、現在は良好に回復してまして元気に過ごしていると、

伺っております。

診療所の駐車場周辺の場所ですが、確かに狭いという状況は

変わっていないんですけれども、事故後バスの専用運転手さん

にも充分注意を促しておりますし、具体的に増幅とはまだ現在

考えていませんが、職員間でまず充分注意して運行してるとい

う状況でございます。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。
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〇 はい。

議長（阿部栄悦君） 14番見上政子さん。

14番（見上政子さん） 本人がいくら注意をしてあそこに出入りする方々は高齢者の

方々が非常に多いわけですよね。坂道でもあるということで、

それと合わせて町営の歯科診療所の駐車場も非常に狭くって整

備されていない。そういうことと関連して、今後のあり方につ

いてもう一度町長の方から答弁願います。

議長（阿部栄悦君） 加藤町長。

町長（加藤和夫君） この件は職員の事故でしたけども、逆に職員があまり慣れ

きってしまってですね、後方をよく確認しないまま出たという

のが原因であります。構造上とかそういうもので事故がおきた

というふうなわけではございませんので、いずれ今までこうい

うふうな事例がございませんでしたので、職員の方には、この

後やっぱり日常のそういった安全義務は、守るように指導はし

ております。どうしても構造上ですね、直さなければならない

所が発生した場合は、私の方でも考えていきたいと思いますけ

ども、今回の件についてはそういう状況でございます。

議長（阿部栄悦君） ほかに質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第54号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第54号は原案のとおり

可決されました。

日程第13議案第55号、平成19年度八峰町一般会計補正予算



- 29 -

（第1号）を議題とします。当局の説明を求めます。佐々木副

町長。

〇 はい。

副町長（佐々木正憲） 議案第55号に入る前に、内容を少しばかり説明しながら入

りたいと思います。

53号の損害賠償の和解についてというところで、説明ありま

したように、賠償保証金の総額の内、財団法人全国自治協会へ

直接医療機関の方に支払った残額のですね、八峰町が和解の相

手方に支払うという補正の関係でございます。

議案第55号平成19年度八峰町一般会計補正予算（第1号）は、

次に定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ227千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ6,012,227千円とするものでありま

す。

歳入の5ページを見ていただきたいと思います。2歳入、19款

繰越金、1項繰越金、区分一般会計繰越金1千円。繰越金20款諸

収入、4項雑入、1雑入226千円。自動車事故共済金226千円であ

ります。

6ページ3歳出、4款衛生費、1項保健衛生費、区分22補償補填

及賠償金227千円、自動車事故賠償金でございます。以上でござ

います。

議長（阿部栄悦君） これより議案第55号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第55号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あ
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りませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第55号は原案のとおり可

決されました。

日程第14議案第56号、平成19年度八峰町営診療所特別会計補正

予算（第1号）を議題とします。当局の説明を求めます。齊藤保

健衛生課長。

〇 はい。

保健衛生課長（齊藤英市郎君）議案第56号をご説明申し上げます。先ほどの議案と同様、

第54号の損害賠償に伴う補正でございます。

平成19年度八峰町営診療所特別会計補正予算(第1号)平成19

年度八峰町営診療所特別会計補正予算（第1号）は、次に定め

るところによる。第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ178千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1

09,362千円とするものであります。

5ページをご覧願います。最初に歳入でございますが、4款1

項1目繰越金でございます。1千円を追加するものであります。

前年度繰越分でございます。次に5款1項雑入、1目第1節雑入、

2自動車事故共済金177千円を追加するものであります。共済金

の補填金額でございます。

次の6ページをご覧下さい。次に歳出でございます。1款総務

費、1項施設管理費、1目一般管理費、第22節補償補填及び賠償

金178千円を追加するものであります。先ほどの賠償金という

ことで、佐藤陸三郎さんに対する賠償金でございます。よろし

くご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長（阿部栄悦君） これより議案第56号について質疑をおこないます。

質疑ありませんか。

〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 質疑がないようですので、討論をおこないます。

討論ありませんか。
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〇 「なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これから議案第56号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

〇 「異議なし」の声あり。

議長（阿部栄悦君） 異議なしと認めます。したがって議案第56号は原案のとおり可

決されました。

これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。

これをもって平成19年度第2回八峰町議会臨時会を閉会します。

ご協力ありがとうございました。

………………………………………………………………………………………………………

午前１１時２８分 閉 会

上記会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するため、

ここに署名する。

八峰町議会議長 阿 部 栄 悦

同 署名議員 10番 鈴 木 一 彦

同 署名議員 11番 柴 田 正 高

同 署名議員 12番 芦 崎 達 美
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